
g

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項（
医
療
機
器
の
修
理
業
の
許
可
）

の
医
療
機
器
の
修
理
業
の
許
可
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
所
に
係
る

修
理
区
分
の
追
加
の
許
可（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
り
、更
新
の
許
可
を
除
く
。）
許
可
件

数

一
件
に

つ
き
九

万
円

i

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
（
医
薬
品
医
療

機
器
等
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
三

条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一

項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法

第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
二
十
三

条
の
二
十
四
第
一
項
又
は
第
四
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
許
可
、
認
定
又
は
登
録
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
り
、
更
新
の
許
可
、
認
定

又
は
登
録
を
除
く
。）

許
可
件

数
、
認

定
件
数

又
は
登

録
件
数

一
件
に

つ
き
九

万
円

j

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
（
登
録
認
証
機
関

の
登
録
）
の
登
録
（
更
新
の
登
録
を
除
く
。）

登
録
件

数

一
件
に

つ
き
九

万
円

平成™œ年˜˜月™�日 水曜日 (号外第™œœ号)官 報

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
十
九
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
登
録
免
許
税
法
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
受
け
る
許
可
、
認
定
又
は

登
録
（
附
則
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
申
請
に
係

る
許
可
及
び
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
認
定
を
除
く
。）に
係
る
登
録
免
許
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
受
け
た
許
可
又
は
認
定
（
施
行
日
以
後
に
受
け
る
許
可
及
び
認
定
で
、
附
則
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
も
の
を
含
む
。）に
係
る
登
録
免

許
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
八
十
条

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
五
十
八
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
に
、「
又
は
同
法
第
十
九
条
の
三
の
届
出
」
を
「
、
同
法
第
十
九
条
の
三
の
届
出
、
同
法
第
二
十
三

条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
八
の
届
出
、
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の

承
認
又
は
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
八
の
届
出
」
に
改
め
る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
改
正
）

第
八
十
一
条

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、「
を
い
う
。）」
の
下
に
「
及
び
再
生
医
療
等
製
品
（
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
再
生
医

療
等
製
品
を
い
う
。）」
を
加
え
る
。

（
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
等
の
一
部
改
正
）

第
八
十
二
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
」
を
「
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医

療
機
器
及
び
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
る
。

一

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三
十
一
号
）
別
表
第
八
号

二

有
害
物
質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
二
号
）
別
表
第
二
号

三

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
五
十
五
条
第

五
号

（
流
通
食
品
へ
の
毒
物
の
混
入
等
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
八
十
三
条

流
通
食
品
へ
の
毒
物
の
混
入
等
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
百
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
」
に
改
め
、「
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
」
の
下
に
「
。
次
項
に
お
い
て
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」

と
い
う
。」を
加
え
、「
及
び
医
薬
部
外
品
」
を
「
、
医
薬
部
外
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

一
号
及
び
第
二
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
改
め
る
。

（
食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
等
の
一
部
改
正
）

第
八
十
四
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
及
び
医
薬
部
外
品
」
を
「
、
医
薬
部
外
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
る
。

一

食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項

二

食
品
の
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項

三

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
七
条
第
九
項
第
二
号

四

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項

五

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
別
表
第
一
第
十
二
号

六

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
二
十

六
号
）
第
二
条
第
一
項

（
地
価
税
法
の
一
部
改
正
）

第
八
十
五
条

地
価
税
法
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
五
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
」
に
、「
第
二
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
十
六
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
十
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
」
に
改
め
、「
第
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二

十
五
第
一
項
」
を
、「
承
認
」
の
下
に「
又
は
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
証
」を
、「
受

け
た
医
薬
品
」
の
下
に
「
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
る
。

（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
十
七
条

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
十
六
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
」
に
、「
第
八
十
四
条
第
五
号
」
を
「
第
八
十
四
条
第
九
号
」
に
改
め
る
。

（
食
品
安
全
基
本
法
の
一
部
改
正
）

第
八
十
八
条

食
品
安
全
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
及
び
医
薬
部
外
品
」
を
「
、
医
薬
部
外
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十

四
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）、
第
十
九
条
の

二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
の
二
の
二
十

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
、
第
二
十
三
条

の
二
十
五
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
若
し
く
は
同
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
十
九
条
の
二
第

一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
、第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
、

第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
若

し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
同
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
（
同
法
第

十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
（
同

法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）若
し
く
は
同
法
第
八
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等

œ—


		2013-11-26T14:49:28+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




